
当薬局の行っているサービス内容について

医療情報取得加算に関する事項

電子情報処理組織（電子レセプト）を使用した診療報酬請求を行ってい

ます。

オンライン資格確認を行う体制を有しています。

当該保険医療機関を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診

情報、その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組ん

でいます。

後発医薬品調剤体制加算に関する事項

後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

(直近3ヶ月の後発医薬品の数量割合90％以上）に適合する薬局です。

調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項

患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、

服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画（RMP）、

薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者様

ことに薬剤服用歴への記録や、必要な薬学的管理を行っています。

必要に応じて医師に処方内容の提案お行います。

患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の

重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報

提供文章により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を

行っています。

薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の

変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施し

ています。

調剤基本料に関する事項

調剤基本料1 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
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医療DX推進体制整備加算に関する事項

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

◆オンラインによる調剤報酬の請求

◆オンライン資格確認を行う体制・活用

◆電子処方箋により調剤する体制

◆電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制

◆電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制

　※電子カルテ情報共有サービスは導入予定となります。

◆マイナ保険証の利用率が一定割合以上

◆医療DX推進の体制に関する掲示

◆サイバーセキュリティの確保のために必要な措置

在宅薬学総合体制加算に関する事項

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

◆在宅患者(居宅)訪問薬剤管理指導を行う旨の届出

◆緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制

（在宅協力薬局との連携を含む）及び周知

◆在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講

◆医療材料・衛生材料の供給体制

◆麻薬小売業者免許の取得

◆在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績（年24回以上）
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在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項（医療保険対象者）

要介護状態または要支援状態にあり、医師等が交付した処方箋に基づき、

薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師

が患者様宅を訪問して服薬指導を行います。

※担当医師の了解と指示等が必要です

点数は全て1点＝10円です。　1割の方10円　2割の方20円　3割の方30円

①単一建物診療患者１人の場合　　　　650点/回

②単一建物診療患者２人～９人　　　　320点/回

③単一建物診療患者10人以上　　　　　290点/回

※麻薬管理加算　　　　　　　　　　　100点

◆他、対象の加算を算定する場合、別途事前にご案内いたします。

※お薬第に関わる費用は別途かかります。

居宅療養管理指導料に関する事項（介護保険対象者）

要介護状態または要支援状態にあり、医師等が交付した処方箋に基づき、

薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師

が患者様宅を訪問して服薬指導を行います。

※担当医師の了解と指示等が必要です

費用は全て1単位＝10円です。 1割の方10円　2割の方20円　3割の方30円

①単一建物居住者が１人の場合　　　　518単位/回

②単一建物居住者が２人～９人　　　　379単位/回

③単一建物居住者が10人以上　　　　　342単位/回

※麻薬管理加算　　　　　　　　　　　100単位

※法律で規定された地域においてサービスの提供を行った場合、

サービス費用に下記が加算されます。

特別地域居宅療養管理指導加算・・・15％加算

中山間地域等における小規模事業所加算・・・10％加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算・・・5％加算

※お薬第に関わる費用は別途かかります。

ぷれも薬局　六条店 管理薬剤師：窪田　歩

所在地 〒630-8044 TEL：0742-40-4193

奈良県奈良市六条西四丁目7番10号 FAX：0742-40-4198

※オンライ服薬指導を行った場合　　　  46単位

情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び服薬指導を行った場合。

※在宅患者オンライ服薬指導料　　　　59点/月1回

情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び服薬指導を行った場合。

在宅患者訪問

薬剤管理指導料

居宅療養管理指導

および

介護予防居宅療養管

理指導

tel:：072-240-9670

